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児童手当を受給している方へ
現況届の提出を

お願いします！

【児童手当所得制限限度額】
扶養親族の数 所 得 額

0 人 ６２２万円
1人 ６６０万円
2人 ６９８万円
3人 ７３６万円
4人 ７７４万円
5人 ８１２万円

＊老人扶養親族がある場合には、１人につき
６万円を加算します。

＊児童手当は、基礎控除として一律８万円の
ほか各種控除もありますので、目安として
ください。

　

市
で
は
、
木
造
住
宅
の
耐
震
化

を
促
進
す
る
た
め
に
、
木
造
住
宅

の
耐
震
診
断
並
び
に
耐
震
改
修
に

か
か
る
費
用
の一部
を
補
助
し
ま
す
。

耐
震
診
断
費
補
助
制
度

◆
補
助
金
の
額　

６
万
円
限
度

耐
震
診
断
に
要
す
る
費
用
の
2

／
3
を
補
助
。

◆
補
助
対
象
棟
数　

20
件

◆
補
助
対
象
住
宅

　

市
内
に
あ
る
木
造
2
階
以
下
の

一
戸
建
て
の
住
宅
（
店
舗
等
の
用

途
と
し
て
使
用
す
る
部
分
の
床
面

積
が
延
べ
面
積
の
1
／
2
未
満
の

も
の
を
含
む
）
で
、
昭
和
56
年
5

月
31
日
以
前
に
在
来
軸
組
構
法
に

よ
り
建
築
さ
れ
た
も
の
。

◆
補
助
対
象
者

　

補
助
対
象
住
宅
を
所
有
し
、
か

つ
、
そ
の
住
宅
に
居
住
し
て
い
る
方
。

※
既
に
補
助
対
象
住
宅
の
耐
震
診

断
に
係
る
契
約
を
締
結
さ
れ
て

い
る
方
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん

の
で
、
契
約
の
前
に
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

◆
受
け
付
期
間

　

受
付
中
～
12
月
14
日
㊊
ま
で

耐
震
改
修
費
補
助
制
度

◆
補
助
金
の
額　

限
度
額
40
万
円

　

耐
震
設
計
に
要
す
る
費
用
の
2

／
3
（
４
万
円
を
限
度
）、
耐
震

改
修
工
事
に
要
す
る
費
用
の
23
／

１
０
０
（
30
万
円
を
限
度
）
及
び
、

そ
の
工
事
の
監
理
に
要
す
る
費
用

の
2
／
3
（
６
万
円
を
限
度
）
の

合
計
額
を
補
助
。

◆
補
助
対
象
棟
数　

10
件

◆
補
助
対
象
住
宅

　

市
内
に
あ
る
木
造
2
階
以
下
の

一
戸
建
て
の
住
宅
（
店
舗
等
の
用

途
と
し
て
使
用
す
る
部
分
の
床
面

積
が
延
べ
面
積
の
1
／
2
未
満
の

も
の
を
含
む
）
で
、
昭
和
56
年
5

月
31
日
以
前
に
在
来
軸
組
構
法
に

よ
り
建
築
さ
れ
た
も
の
の
内
、
耐

震
診
断
の
結
果
、
危
険
性
が
あ
る

と
判
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

◆
補
助
対
象
者

　

補
助
対
象
住
宅
を
所
有
し
、
か

つ
、
そ
の
住
宅
に
居
住
し
て
い
る
方
。

※
既
に
補
助
対
象
住
宅
の
耐
震
改

修
に
係
る
契
約
を
締
結
さ
れ
て

い
る
方
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん

の
で
、
契
約
の
前
に
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

◆
受
付
期
間

　

受
付
中
～
10
月
30
日
㊎
ま
で

木
造
住
宅
の

耐
震
診
断
・

耐
震
改
修
費
用
の

一
部
を
補
助

◆
木
造
住
宅
耐
震
無
料
相
談
会

（
第
１
回
）
を
開
催
し
ま
す

　

新
耐
震
基
準
（
昭
和
56
年
）
以

前
に
建
築
さ
れ
た
木
造
住
宅
の
耐

震
化
を
推
進
す
る
た
め
耐
震
相
談

会
を
開
催
し
ま
す
。

日
時
＝
６
月
26
日
㊎
13
時
～
17
時

（
個
別
簡
易
耐
震
相
談
時
間
は
１

組
40
分
程
度
）
／
場
所
＝
市
役
所

８
階
８
０
１
会
議
室
／
申
込
方
法

＝
電
話
に
て
事
前
予
約
制
（
先
着

５
組
）
／
申
込
期
間
＝
６
月
１
日

㊊
～
12
日
㊎
（
土
日
を
除
く
９
時

～
17
時
）

お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
は
、

建
築
課
（
８
階
）

☎
⒇
１
５
８
８
、5
⒇
１
６
０
６
へ
。

　

現
況
届
は
、
毎
年
６
月
１
日
の

状
況
に
よ
り
、
児
童
手
当
を
引
き

続
き
受
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
確

認
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。
６
月

上
旬
に
現
況
届
を
送
付
し
ま
す
の

で
、
必
ず
ご
提
出
を
お
願
い
し
ま

す
。
提
出
さ
れ
な
い
と
、
６
月
分

以
降
の
手
当
が
支
給
で
き
な
く
な

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
子
育
て
世
帯
に
対
し
て
、

臨
時
特
例
的
な
給
付
措
置
と
し
て
、

本
年
度
も
「
子
育
て
世
帯
臨
時
特

例
給
付
金
」
を
支
給
し
ま
す
。

　

こ
の
給
付
金
を
受
け
取
る
に
は
、

平
成
27
年
６
月
分
の
児
童
手
当
を

支
給
す
る
市
区
町
村
へ
の
申
請
が

必
要
に
な
り
ま
す
。

　

申
請
用
紙
は
、
児
童
手
当
現
況

届
と
同
一
用
紙
に
な
り
ま
す
の
で
、

対
象
と
な
る
方
は
、
申
請
期
間
内

に
申
請
し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。

◆
提
出
書
類
（
受
給
者
が
対
象
）

①
現
況
届
、
②
印
鑑

※
茂
原
市
の
国
民
健
康
保
険
証
を

お
持
ち
で
な
い
方
は
、
③
受
給

者
（
親
）
の
保
険
証
の
写
し
が

必
要
で
す
。

※
平
成
27
年
１
月
２
日
以
降
に
転

入
さ
れ
た
方
は
、
④
平
成
27
年

度
所
得
課
税
証
明
書
（
省
略
の

な
い
も
の
）
も
必
要
で
す
。

※
原
則
父
母
２
人
分
の
証
明
書
が

必
要
（
配
偶
者
控
除
の
記
載
が

あ
れ
ば
配
偶
者
分
は
不
要
）

※
養
育
す
る
児
童
と
別
居
し
て
い

る
場
合
に
は
、
こ
の
他
に
必
要

な
書
類
等
が
あ
り
ま
す
。

◆
所
得
制
限
に
つ
い
て

　

児
童
手
当
に
は
所
得
制
限
が
あ

り
ま
す
。
受
給
者
の
前
年
の
所
得

が
、
左
表
の
所
得
制
限
限
度
額
を

超
え
た
場
合
は
、
６
月
分
以
降
の

児
童
１
人
当
た
り
の
月
額
が
、
年

齢
・
人
数
に
か
か
わ
ら
ず
一
律
５

千
円
と
な
り
ま
す
。

◆
提
出
期
限

　

７
月
10
日
㊎
（
発
送
は
６
月
上

旬
を
予
定
）

◆
休
日
受
付

　

６
月
28
日
㊐

　

８
時
30
分
～
17
時
15
分

※
受
付
は
子
育
て
支
援
課
の
み

提
出
・
お
問
い
合
わ
せ
は
、

子
育
て
支
援
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
７
３
、5
⒇
１
６
１
０

本
納
支
所

☎
�
２
１
１
１
、5
�
４
１
１
３
へ
。


